
規 則

�愛媛県規則第２４号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１９年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の一部を改正する規則

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則（平成１５年愛媛県規則第４３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（書類の様式）

第２条 次の表の左欄に掲げる書類の様式は、同表の右欄に掲げる

とおりとする。

（書類の様式）

第２条 次の表の左欄に掲げる書類の様式は、同表の右欄に掲げる

とおりとする。

項 左欄 右欄 項 左欄 右欄

１ 省略 １ 省略

２ 省略 ２ 省略

３ 省令第１１条の２第３項の

知事に提出する申請書

対象狩猟鳥獣捕獲等承認申請

書（様式第３号）

４ 省令第１５条第１項の知事に

提出する申請書

指定猟法許可申請書（様式第４

号）

３ 省令第１５条第１項の知事に

提出する申請書

指定猟法許可申請書（様式第３

号）
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５ 省令第２０条第１項の申請書 鳥獣飼養登録（更新）申請書（様

式第５号）

４ 省令第２０条第１項の申請書 鳥獣飼養登録（更新）申請書（様

式第４号）

６ 省令第２１条の届出書 登録鳥獣譲受け等届出書（様式

第６号）

５ 省令第２１条の届出書 登録鳥獣譲受け等届出書（様式

第５号）

７ 省令第２４条第１項の申請書 販売禁止鳥獣等販売許可申請書

（様式第７号）

６ 省令第２４条第１項の申請書 販売禁止鳥獣等販売許可申請書

（様式第６号）

８ 省令第３９条第１項の知事に

提出する申請書

鳥獣保護区特別保護地区内行為

許可申請書（様式第８号）

７ 省令第３９条第１項の知事に

提出する申請書

鳥獣保護区特別保護地区内行為

許可申請書（様式第７号）

９ 省令第４２条第１項の申請

書

特定猟具使用承認申請書（様

式第９号）

８ 省令第４２条第１項の申請

書

銃猟承認申請書（様式第８号）

１０ 法第４１条の申請書 狩猟免許申請書（様式第１０号） ９ 法第４１条の申請書 狩猟免許申請書（様式第９号）

１１ 法第５１条第１項の申請書 狩猟免許更新申請書（様式第

１１号）

１０ 法第５１条第１項の申請書 狩猟免許更新申請書（様式第

１０号）

１２ 法第５６条の申請書 狩猟者登録申請書（様式第１２

号）

１１ 法第５６条の申請書 狩猟者登録申請書（様式第１１

号）

１３ 法第６１条第２項の申請書 変更登録申請書（様式第１３号） １２ 法第６１条第２項の申請書 変更登録申請書（様式第１２号）

１４ 省令第４８条第４項及び第

６５条第８項の届出書

住所等変更届出書（様式第１４

号）

１３ 省令第４８条第４項及び第

６５条第８項の届出書

住所等変更届出書（様式第１３

号）

１５ 省令第７条第１０項、第１１

条の２第８項、第１５条第５

項、第２０条第４項、第２４

条第４項、第４２条第４項、

第４８条第５項及び第６５条

第９項の申請書

鳥獣捕獲等許可証等再交付申

請（亡失等届出）書（様式第

１５号）

１４ 省令第７条第９項

、第１５条第５

項、第２０条第４項、第２４

条第４項、第４２条第４項、

第４８条第５項及び第６５条

第９項の申請書

鳥獣捕獲等許可証等再交付申

請（亡失等届出）書（様式第

１４号）

（手続の方法）

第３条 次の表の左欄に掲げる手続は、同表の右欄に掲げる書類を

提出することによって行うものとする。

（手続の方法）

第３条 次の表の左欄に掲げる手続は、同表の右欄に掲げる書類を

提出することによって行うものとする。

項 左欄 右欄 項 左欄 右欄

１ 省略 １ 省略

２ 省令第７条第１１項及び第

１２項、第１１条の２第９項、

第１５条第６項、第２０条第５

項、第２４条第５項並びに第

４２条第５項の知事への届

出

住所等変更届出書 ２ 省令第７条第１０項及び第

１１項 、

第１５条第６項、第２０条第５

項、第２４条第５項並びに第

４２条第５項の知事への届

出

住所等変更届出書

３ 省令第７条第１３項及び第

１４項、第１１条の２第１０項、

第１５条第７項、第２０条第６

項、第２４条第６項、第４２

条第６項、第５０条並びに第

６５条第１０項の知事への届

出並びに省令第６５条第４

項の申請

鳥獣捕獲等許可証等再交付申

請（亡失等届出）書

３ 省令第７条第１２項及び第

１３項 、

第１５条第７項、第２０条第６

項、第２４条第６項、第４２

条第６項、第５０条並びに第

６５条第１０項の知事への届

出並びに省令第６５条第４

項の申請

鳥獣捕獲等許可証等再交付申

請（亡失等届出）書

（書類の提出期限）

第４条 第２条の表３の項及び９の項に掲げる書類は、捕獲等

をしようとする日の２週間前までに提出しなけ

ればならない。

２ 省略

（鳥獣の保護に支障がないと認められる行為）

（書類の提出期限）

第４条 第２条の表８の項 に掲げる書類は、銃猟制限区

域内における銃猟をしようとする日の２週間前までに提出しなけ

ればならない。

２ 省略

（鳥獣の保護に支障がないと認められる行為）
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第５条 法第２９条第７項ただし書の知事の定める鳥獣の保護に支障

がないと認められる行為は、次に掲げる行為とする。

�～� 省略

� 政令第２条各号に掲げる行為のうち、次に掲げる行為

ア～ス 省略

（鳥獣保護員の設置）

第６条 省略

２ 鳥獣保護員は、鳥獣保護員証（様式第１６号）を携帯し、関係者

から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

（公聴会）

第７条 知事は、法第７条第４項（法第１２条第６項及び第１４条第４

項において準用する場合を含む。）及び法第２８条第６項（法第２９

条第４項において準用する場合を含む。）の規定により、公聴会

を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見

を聴こうとする案件を公示するとともに、当該案件に関し意見を

聴く必要があると認めた者（以下「公述人」という。）にその旨

を通知するものとする。

２～１１ 省略

様式第１号（第２条関係） 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の

許可申請書

第５条 法第２９条第７項ただし書の知事の定める鳥獣の保護に支障

がないと認められる行為は、次に掲げる行為とする。

�～� 省略

� 政令第１条各号に掲げる行為のうち、次に掲げる行為

ア～ス 省略

（鳥獣保護員の設置）

第６条 省略

２ 鳥獣保護員は、鳥獣保護員証（様式第１５号）を携帯し、関係者

から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

（公聴会）

第７条 知事は、法第７条第４項（法第１２条第５項及び第１４条第３

項において準用する場合を含む。）及び法第２８条第６項（法第２９

条第４項において準用する場合を含む。）の規定により、公聴会

を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見

を聴こうとする案件を公示するとともに、当該案件に関し意見を

聴く必要があると認めた者（以下「公述人」という。）にその旨

を通知するものとする。

２～１１ 省略

様式第１号（第２条関係） 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の

許可申請書

省略 省略

鳥獣保護区等において捕獲等又は採取等

をしようとする場合にあっては、その旨

鳥獣保護区等において捕獲等又は採取等

をしようとする場合にあっては、その旨

狩猟免許を受けている場合にあっては、

免許の種類、免許を与えた知事名、狩猟

免状の番号及び交付年月日

銃器を使用する場合にあっては、猟銃・

空気銃所持許可証の番号、交付年月日及

び銃砲の種類

銃器を使用する場合にあっては、銃砲所

持許可番号、許可年月日 及

び銃砲の種類

省略 省略

注１～５ 省略

６ 「捕獲等又は採取等の方法」欄は、使用する捕獲用具の名

称を記載すること。なお、麻酔銃を使用する場合にあっては、

使用薬名及び施用量を添付図面に記載すること。

７・８ 省略

９ 「鳥獣保護区等において捕獲等又は採取等をしようとする

場合にあっては、その旨」欄は、鳥獣保護区、休猟区、公道、

自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）第１４条第１項の特別保護

地区、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第６項の都

市計画施設である公共空地その他公衆慰楽の目的で設けられ

た園地であって囲い又は標識によりその区域を明示したも

の、自然環境保全法（昭和４７年法律第８５号）第１４条第１項の

原生自然環境保全地域、社寺境内、墓地、特定猟具使用禁止

区域、特定猟具使用制限区域又は猟区内において捕獲等又は

採取等をしようとする場合にあっては、その旨を記載するこ

と。

１０ 「銃器を使用する場合にあっては、猟銃・空気銃所持許可

証の番号、交付年月日及び銃砲の種類」欄は、当該銃器の所

持について申請者（法人にあっては、捕獲等に従事する者）

が現に受けている銃砲刀剣類所持等取締法（昭和３３年法律第

６号）第４条第１項第１号の規定による許可に係る許可証の

注１～５ 省略

６ 「捕獲等又は採取等の方法」欄は、使用する捕獲用具の名

称を記載すること。

７・８ 省略

９ 「鳥獣保護区等において捕獲等又は採取等をしようとする

場合にあっては、その旨」欄は、鳥獣保護区、休猟区、公道、

自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）第１４条第１項の特別保護

地区、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第６項の都

市計画施設である公共空地その他公衆慰楽の目的で設けられ

た園地であって囲い又は標識によりその区域を明示したも

の、自然環境保全法（昭和４７年法律第８５号）第１４条第１項の

原生自然環境保全地域、社寺境内、墓地、銃猟禁止区域、銃

猟制限区域 又は猟区内において捕獲等又は

採取等をしようとする場合にあっては、その旨を記載するこ

と。

１０ 「銃器を使用する場合にあっては、銃砲所持許可番号、許

可年月日 及び銃砲の種類」欄は、当該銃器の所

持について申請者（法人にあっては、捕獲等に従事する者）

が現に受けている銃砲刀剣類所持等取締法（昭和３３年法律第

６号）第４条第１項第１号の規定による許可に係る許可番号、
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番号、交付年月日及び銃砲の種類を記載すること。

１１ 「備考」欄は、他の法令の規定により行政庁の許可、認可

その他の処分又は届出を必要とするものについて、その法令

名、適用条項及び手続状況を記載すること。

１２ 省略

別紙 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請者名簿

許可年月日 及び銃砲の種類を記載すること。

１１ 省略

別紙 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請者名簿

省

略

捕獲等を

しようと

する鳥獣

又は採取

等をしよ

うとする

鳥類の卵

の種類及

び数量

狩猟免許を受けている場

合

銃器を使用する場

合

省

略

省

略

捕獲等を

しようと

する鳥獣

又は採取

等をしよ

うとする

鳥類の卵

の種類及

び数量

銃器を使用する場

合

省

略
免許

の種

類

免許

を与

えた

知事

名

免

状

の

番

号

交付

年月

日

所持

許可

証番

号

交付

年月

日

銃砲

の種

類

銃砲

所持

許可

番号

許可

年月

日

銃砲

の種

類

�������������������������������

�������������������������������

�������������������������������

�������������������������������

注１ 省略

２ 狩猟免許を受けている場合以外にあっては、「狩猟免許を受けて

いる場合」欄は、省略することができる。

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 「所持許可証番号 」欄、「交付年月日」欄及び「銃砲の種類」

欄は、当該銃器の所持について申請者が現に受けている銃砲刀剣類

所持等取締法（昭和３３年法律第６号）第４条第１項第１号の規定に

よる許可に係る許可証の番号、交付年月日及び銃砲の種類を記載す

ること。

様式第２号（第２条関係） 従事者証交付申請書

注１ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 「銃砲所持許可番号」欄、「許可年月日」欄及び「銃砲の種類」

欄は、当該銃器の所持について申請者が現に受けている銃砲刀剣類

所持等取締法（昭和３３年法律第６号）第４条第１項第１号の規定に

よる許可に係る許可番号、許可年月日 及び銃砲の種類を記載す

ること。

様式第２号（第２条関係） 従事者証交付申請書

省略 省略

猟銃・空気銃所持許可証の番

号、交付年月日及び銃砲の種類

所 持 許 可 証 番 号
銃砲所持許可番号、許可年月

日 及び銃砲の種類

銃砲所持許可番号

交 付 年 月 日 許 可 年 月 日

銃 砲 の 種 類 銃 砲 の 種 類

注１～４ 省略

５ 「猟銃・空気銃所持許可証の番号、交付年月日及び銃砲の種類」

欄は、銃器を使用する場合のみ記載すること。

６ 次に掲げる書類を添付すること。

注１～４ 省略

５ 「銃砲所持許可番号、許可年月日 及び銃砲の種類」

欄は、銃器を使用する場合のみ記載すること。

６ 従事者のうち代表者以外の者については、鳥獣の捕獲等及び鳥類
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� 従事者のうち代表者以外の者については、鳥獣の捕獲等及び鳥

類の卵の採取等の従事者名簿（別紙）

� その他知事が必要と認める書類

別紙 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の従事者名簿

の卵の採取等の従事者名簿（別紙）に記載の上、添付すること。

別紙 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の従事者名簿

省略
銃器を使用する場合

省略 省略
銃器を使用する場合

省略
所持許可証番号 交付年月日 銃砲の種類 銃砲所持許可番号 許可年月日 銃砲の種類

省略 省略

注１～３ 省略

４ 「所持許可証番号 」欄、「交付年月日」欄及び「銃砲の種類」

欄は、当該銃器の所持について従事者が現に受けている銃砲刀剣類

所持等取締法（昭和３３年法律第６号）第４条第１項第１号の規定に

よる許可に係る許可証の番号、交付年月日及び銃砲の種類を記載す

ること。

様式第３号（第２条関係） 対象狩猟鳥獣捕獲等承認申請書

注１～３ 省略

４ 「銃砲所持許可番号」欄、「許可年月日」欄及び「銃砲の種類」

欄は、当該銃器の所持について従事者が現に受けている銃砲刀剣類

所持等取締法（昭和３３年法律第６号）第４条第１項第１号の規定に

よる許可に係る許可番号、許可年月日 及び銃砲の種類を記載す

ること。

対象狩猟鳥獣捕獲等承認申請書

年 月 日

愛媛県知事 様

〒

住 所
ふり がな

申請者 氏 名 �

職 業

年 月 日 生

電話番号

捕獲等をしようとする対

象狩猟鳥獣の捕獲等の制

限をした区域の名称

捕獲等をしようとする対

象狩猟鳥獣の種類

捕獲等をしようとする年

月日
年 月 日

狩 猟 者 登 録 証 番 号 号

※

承

認

関

係

受 付 番 号

承 認 の 可 否

承 認 年 月 日 年 月 日

承 認 番 号

注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２ 記名押印に代えて署名することができる。

３ ※印欄には、記載しないこと。

４ 次に掲げる書類を添付すること。

� 狩猟者登録証の写し

� その他知事が必要と認める書類

様式第４号（第２条関係） 指定猟法許可申請書 様式第３号（第２条関係） 指定猟法許可申請書

省略 省略

注１～３ 省略

４ 「指定猟法の種類」欄は、猟法の種類及び使用する捕獲猟具の名

称を記載するとともに、銃器を使用する場合にあっては、当該銃器

注１～３ 省略

４ 「指定猟法の種類」欄は、猟法の種類及び使用する捕獲猟具の名

称を記載するとともに、銃器を使用する場合にあっては、当該銃器
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の所持について申請者が現に受けている銃砲刀剣類所持等取締法

（昭和３３年法律第６号）第４条第１項第１号の規定による許可に

係る許可証の番号、交付年月日及び銃砲の種類を記載すること。

５～７ 省略

別紙 指定猟法許可申請者名簿

の所持について申請者が現に受けている銃砲刀剣類所持等取締法

（昭和３３年法律第６号）第４条第１項第１号の規定による許可に

係る許可番号、許可年月日 及び銃砲の種類を記載すること。

５～７ 省略

別紙 指定猟法許可申請者名簿

省略
銃器を使用する場合

省略 省略
銃器を使用する場合

省略
所持許可証番号 交付年月日 銃砲の種類 銃砲所持許可番号 許可年月日 銃砲の種類

省略 省略

注１～３ 省略

４ 「所持許可証番号 」欄、「交付年月日」欄及び「銃砲の種類」

欄は、当該銃器の所持について従事者が現に受けている銃砲刀剣

類所持等取締法（昭和３３年法律第６号）第４条第１項第１号の規

定による許可に係る許可証の番号、交付年月日及び銃砲の種類を

記載すること。

様式第５号 省略

様式第６号 省略

様式第７号 省略

様式第８号 省略

様式第９号（第２条関係） 特定猟具使用承認申請書

注１～３ 省略

４ 「銃砲所持許可番号」欄、「許可年月日」欄及び「銃砲の種類」

欄は、当該銃器の所持について従事者が現に受けている銃砲刀剣

類所持等取締法（昭和３３年法律第６号）第４条第１項第１号の規

定による許可に係る許可番号、許可年月日 及び銃砲の種類を

記載すること。

様式第４号 省略

様式第５号 省略

様式第６号 省略

様式第７号 省略

様式第８号（第２条関係） 銃猟承認申請書

特定猟具使用承認申請書

省略

銃猟承認申請書

省略

使 用 し よ う と す る 特

定 猟 具 の 種 類

捕 獲 等 を し よ う と す

る 特 定 猟 具 使 用 制 限

区 域 の 名 称

銃 猟 を し よ う と す

る 銃 猟 制 限 区 域

の 名 称

捕 獲 等 を し よ う と す

る 年 月 日
年 月 日

銃 猟 を し よ う と す

る 年 月 日
年 月 日

省 略 省 略

※
承
認
関
係

省略 ※
承
認
関
係

省略

承 認 の 可 否 銃 猟 承 認 の 可 否

省略 省略

様式第１０号（第２条関係） 狩猟免許申請書

（表）

様式第９号（第２条関係） 狩猟免許申請書

（表）

省略 省略 省略 省略

□網猟免許 □わな猟免許

□網・わ

な 猟

免許

□ 網 □ わな

□第１

種銃

猟免

許

□ ライフ

ル銃 猟銃・空気銃所

持許可証番号
号

□第１

種銃

猟免

許

□ ライフ

ル銃

銃砲所持許可番号 号

許 可 年 月 日 年 月 日

□ 散弾銃 □ 散弾銃 銃砲所持許可番号 号

許 可 年 月 日 年 月 日

□ 空気銃

（圧縮

ガス

を使

用する

ものを

含む。）
交 付 年 月 日 年 月 日

□ 空気銃

（高圧

圧縮ガ

スを使

用する

ものを

含む。）

銃砲所持許可番号 号

許 可 年 月 日 年 月 日
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□第２

種銃

猟免

許

空気銃（圧

縮ガス

を使用する

ものを含

む。）

□第２

種銃

猟免

許

空気銃（高

圧圧縮ガス

を使用する

ものを含

む。）

銃砲所持許可番号 号

許 可 年 月 日 年 月 日

省略 省略

網 猟 免 許 号
網・わな猟

免 許
号

わな猟免許 号

省略 省略

（裏） （裏）

省略 省略

注１～４ 省略

５ 次に掲げる書類及び写真を添付すること。

� 銃砲刀剣類所持等取締法（昭和３３年法律第６号）第４条

第１項第１号の規定による許可を受けている者にあって

は、当該許可に係る許可証の写し

� 銃砲刀剣類所持等取締法第４条第１項第１号の規定によ

る許可を受けていない者にあっては、鳥獣の保護及び狩猟

の適正化に関する法律第４０条第２号から第４号までに該当

するかどうかについての医師の診断書

� 申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背

景の縦３．０センチメートル、横２．４センチメートルの写真１

枚（裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの）

様式第１１号（第２条関係） 狩猟免許更新申請書

（表）

注１～４ 省略

５ �の「銃砲所持許可番号」欄及び「許可年月日」欄は、銃

砲の種類ごとに主として使用する銃砲１丁について記載する

こと。

６ 次に掲げる書類及び写真を添付すること。

� 銃砲所持許可

を受けていない者にあっては、鳥獣の保護及び狩猟

の適正化に関する法律第４０条第２号から第４号までに該当

するかどうかについての医師の診断書

� 申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背

景の縦３．６センチメートル、横２．４センチメートルの写真１

枚（裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの）

様式第１０号（第２条関係） 狩猟免許更新申請書

（表）

省略 省略 省略 省略

□網猟免許 □わな猟免許
□網・わな

猟免許
□ 網 □ わな

□第１

種銃

猟免

許

□ ライフ

ル銃 猟銃・空気銃

所持許可証番号
号

□第１

種銃

猟免

許

□ ライフ

ル銃

銃砲所持許可番号 号

許 可 年 月 日 年 月 日

□ 散弾銃 □ 散弾銃 銃砲所持許可番号 号

許 可 年 月 日 年 月 日

□ 空気銃

（圧縮

ガス

を使

用する

ものを

含む。）
交 付 年 月 日 年 月 日

□ 空気銃

（高圧

圧縮ガ

スを使

用する

ものを

含む。）

銃砲所持許可番号 号

許 可 年 月 日 年 月 日

□第２

種銃

猟免

許

空気銃（圧

縮ガス

を使用する

ものを含

む。）

□第２

種銃

猟免

許

空気銃（高

圧圧縮ガス

を使用する

ものを含

む。）

銃砲所持許可番号 号

許 可 年 月 日 年 月 日
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省略 省略

網 猟 免 許 号
網・わな猟

免 許
号

わな猟免許 号

省略 省略

（裏） （裏）

� 更新しようとする狩猟免許 � 更新しようとする狩猟免許

省略 省略

□ 網猟免許 省略
□ 網・わな猟

免許
省略

□ わな猟免許 知事 号 年 月 日

省略 省略

注１～３ 省略

４ 次に掲げる書類及び写真を添付すること。

� 銃砲刀剣類所持等取締法（昭和３３年法律第６号）第４条

第１項第１号の規定による許可を受けている者にあって

は、当該許可に係る許可証の写し

� 銃砲刀剣類所持等取締法第４条第１項第１号の規定によ

る許可を受けていない者にあっては、鳥獣の保護及び狩猟

の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）第４０条第２

号から第４号までに該当するかどうかについての医師の診

断書

� 申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背

景の縦３．０センチメートル、横２．４センチメートルの写真１

枚（裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの）

様式第１２号（第２条関係） 狩猟者登録申請書

（表）

注１～３ 省略

４ �の「銃砲所持許可番号」欄及び「交付年月日」欄は、銃

砲の種類ごとに主として使用する銃砲１丁について記載する

こと。

５ 次に掲げる書類及び写真を添付すること。

� 銃砲所持許可

を受けていない者にあっては、鳥獣の保護及び狩猟

の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）第４０条第２

号から第４号までに該当するかどうかについての医師の診

断書

� 申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背

景の縦３．６センチメートル、横２．４センチメートルの写真１

枚（裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの）

様式第１１号（第２条関係） 狩猟者登録申請書

（表）

省略 省略

□網猟

免許

に係

る登

録

網 省略

□網・わ

な猟

免許

に係

る登

録

□ 網

□ わな

省略

□わな

猟免

許に

係る

登録

わな

都道

府県

知事

名

知事

交

付

年

月

日

年 月 日

狩猟免状の

番号

号

□第１

種銃

猟免

許に

□ ライフ

ル銃

□ 散弾銃

□ 空気銃

（圧縮

ガス
省略

□第１

種銃

猟免

許に

□ ライフ

ル銃

□ 散弾銃

□ 空気銃

（高圧

圧縮ガ
省略
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係る

登録

を使

用する

ものを

含む。）

係る

登録

スを使

用する

ものを

含む。）

□第２

種銃

猟免

許に

係る

登録

空気銃（圧縮

ガス を

使用するも

のを含む。）

省略 □第２

種銃

猟免

許に

係る

登録

空気銃（高圧

圧縮ガスを

使用するも

のを含む。）

省略

省略 省略

（裏） （裏）

省略 省略

� 猟銃・空気銃所持許可証番号及び交付年月日（第１種銃猟免許又

は第２種銃猟免許の場合）

� 銃砲所持許可番号 及び許可年月日（第１種銃猟免許又

は第２種銃猟免許の場合）

第１

種銃

猟免

許

ライフル銃

猟 銃 ・ 空 気 銃

所持許可証番号
号 交付年月日 年 月 日

第１

種銃

猟免

許

ライフル銃 銃砲所持許可番号 号 許可年月日 年 月 日

散弾銃 散弾銃 銃砲所持許可番号 号 許可年月日 年 月 日

空気銃（圧

縮ガス

を使用する

も の を 含

む。）

空気銃（高

圧圧縮ガス

を使用する

も の を 含

む。）

銃砲所持許可番号 号 許可年月日 年 月 日

第２

種銃

猟免

許

空気銃（圧

縮ガス

を使用する

も の を 含

む。）

第２

種銃

猟免

許

空気銃（高

圧圧縮ガス

を使用する

も の を 含

む。）

銃砲所持許可番号 号 許可年月日 年 月 日

省略 省略

注１～５ 省略

６ 次に掲げる書類及び写真を添付すること。

�・� 省略

� 申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背

景の縦３．０センチメートル、横２．４センチメートルの写真２

枚（裏面に氏名及び撮影年月日を記載したものに限り、う

ち１枚を「写真」欄にちょう付すること。）

様式第１３号（第２条関係） 変更登録申請書

（表）

注１～５ 省略

６ �の「銃砲所持許可番号」欄及び「許可年月日」欄は、主

として使用する銃砲１丁について記載すること。

７ 次に掲げる書類及び写真を添付すること。

�・� 省略

� 申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背

景の縦３．６センチメートル、横２．４センチメートルの写真２

枚（裏面に氏名及び撮影年月日を記載したものに限り、う

ち１枚を「写真」欄にちょう付すること。）

様式第１２号（第２条関係） 変更登録申請書

（表）

省略 省略

□網猟

免許

に係

る登

録

網 省略

□網・わ

な猟

免許

に係

る登

録

□ 網

□ わな

省略

□わな

猟免

許に

係る

登録

わな

都道

府県

知事

名

知事

交

付

年

月

日

年 月 日

狩猟免状の

番号

号
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□第１

種銃

猟免

許に

係る

登録

□ ライフ

ル銃

□ 散弾銃

□ 空気銃

（圧縮

ガス

を使

用する

ものを

含む。）

省略

□第１

種銃

猟免

許に

係る

登録

□ ライフ

ル銃

□ 散弾銃

□ 空気銃

（高圧

圧縮ガ

スを使

用する

ものを

含む。）

省略

□第２

種銃

猟免

許に

係る

登録

空気銃（圧縮

ガス を

使用するも

のを含む。）

省略 □第２

種銃

猟免

許に

係る

登録

空気銃（高圧

圧縮ガスを

使用するも

のを含む。）

省略

省略 省略

（裏） （裏）

省略 省略

� 猟銃・空気銃所持許可証番号及び交付年月日（第１種銃猟免許又

は第２種銃猟免許の場合）

� 銃砲所持許可番号 及び許可年月日（第１種銃猟免許又

は第２種銃猟免許の場合）

第１

種銃

猟免

許

ライフル銃

猟銃・空気銃

所持許可証番号
号

交付年

月日
年 月 日

第１

種銃

猟免

許

ライフル銃
銃砲所持許可

番 号
号

許可年

月日
年 月 日

散弾銃 散弾銃
銃砲所持許可

番 号
号

許可年

月日
年 月 日

空気銃（圧縮

ガス を

使用するも

のを含む。）

空気銃（高圧

圧縮ガスを

使用するも

のを含む。）

銃砲所持許可

番 号
号

許可年

月日
年 月 日

第２

種銃

猟免

許

空気銃（圧縮

ガス を

使用するも

のを含む。）

第２

種銃

猟免

許

空気銃（高圧

圧縮ガスを

使用するも

のを含む。）

銃砲所持許可

番 号
号

許可年

月日
年 月 日

省略 省略

注１～６ 省略

７ 申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景

の縦３．０センチメートル、横２．４センチメートルの写真２枚（裏

面に氏名及び撮影年月日を記載したものに限り、うち１枚を

「写真」欄にちょう付すること。）を添付すること。

様式第１４号（第２条、第３条関係） 住所等変更届出書

注１～６ 省略

７ �の「銃砲所持許可番号」欄及び「許可年月日」欄は、主

として使用する銃砲１丁について記載すること。

８ 申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景

の縦３．６センチメートル、横２．４センチメートルの写真２枚（裏

面に氏名及び撮影年月日を記載したものに限り、うち１枚を

「写真」欄にちょう付すること。）を添付すること。

様式第１３号（第２条、第３条関係） 住所等変更届出書

省略 省略

鳥獣

捕獲

等許

可証

等の

種類

□ 鳥獣捕獲等許 □ 従事者証 □ 承認証（対象狩

可証 猟鳥獣の捕獲等

の承認）

□ 指定猟法許可 □ 鳥獣飼養登録 □ 販売許可証

証 票

□ 承認証（特定 □ 狩猟免状 □ 狩猟者登録証

猟具使用制限

捕獲等の承認）

鳥獣

捕獲

等許

可証

等の

種類

□ 鳥獣捕獲等許 □ 従事者証 □ 指定猟法許可証

可証

□ 鳥獣飼養登録 □ 販売許可証 □ 銃猟承認証

票

□ 狩猟免状 □ 狩猟者登録証 □ 狩猟者記章
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告 示

�愛媛県告示第７２５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第５項の規

定により、次のとおり大規模小売店舗内の店舗面積の合計を基準面

積以下とする旨の届出があった。

平成１９年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第７２６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

東温市上村地域に係る県営土地改良事業計画を定めたので、同条第

５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書の写しを縦

□ 狩猟者記章

注 省略

様式第１５号（第２条、第３条関係） 鳥獣捕獲等許可証等再交付

申請（亡失等届出）書

注 省略

様式第１４号（第２条、第３条関係） 鳥獣捕獲等許可証等再交付

申請（亡失等届出）書

省略 省略

亡失等を

した鳥獣

捕獲等許

可証等の

種類

□ 鳥獣捕獲等許可証 □ 従事者証

□ 承認証（対象狩猟 □ 指定猟法許可証

鳥獣の捕獲等の承

認）

□ 鳥獣飼養登録票 □ 販売許可証

□ 承認証（特定猟具使 □ 狩猟免状

用制限区域における

捕獲等の承認）

□ 狩猟者登録証 □ 狩猟者記章

亡失等を

した鳥獣

捕獲等許

可証等の

種類

□ 鳥獣捕獲等許可証 □ 従事者証

□ 指定猟法許可証 □ 鳥獣飼養登

録票

□ 販売許可証 □ 銃猟承認証 □ 狩猟免状

□ 狩猟者登録証 □ 狩猟者記章

省略 省略

再交付を

受けよう

とする鳥

獣捕獲等

許可証等

の種類

□ 鳥獣捕獲等許可証 □ 従事者証

□ 承認証（対象狩猟 □ 指定猟法許可証

鳥獣の捕獲等の承

認）

□ 鳥獣飼養登録票 □ 販売許可証

□ 承認証（特定猟具使 □ 狩猟免状

用制限区域における

捕獲等の承認）

□ 狩猟者登録証 □ 狩猟者記章

再交付を

受けよう

とする鳥

獣捕獲等

許可証等

の種類

□ 鳥獣捕獲等許可証 □ 従事者証

□ 指定猟法許可証 □ 鳥獣飼養登

録票

□ 販売許可証 □ 銃猟承認証 □ 狩猟免状

□ 狩猟者登録証 □ 狩猟者記章

省略 省略

注 省略

様式第１６号（第６条関係） 鳥獣保護員証

１ページ 省略

２ページ 省略

３ページ

注 省略

様式第１５号（第６条関係） 鳥獣保護員証

１ページ 省略

２ページ 省略

３ページ

省略

（鳥獣保護員の設置）

第６条 法第７８条第１項の規定に基づき、鳥獣保護員を置く。

２ 鳥獣保護員は、鳥獣保護員証（様式第１６号）を携帯し、関係者

から提出を求められたときは、これを提示しなければならない。

省略

（鳥獣保護員の設置）

第５条 法第７８条第１項の規定に基づき、鳥獣保護員を置く。

２ 鳥獣保護員は、鳥獣保護員証（様式第１５号）を携帯し、関係者

から提出を求められたときは、これを提示しなければならない。

附 則

１ この規則は、平成１９年４月１６日から施行する。

２ この規則施行の際現に交付されている改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則様式第１５号の規定による鳥獣保護員

証は、改正後の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則様式第１６号の規定による鳥獣保護員証とみなす。

大規模小売店舗
の名称

大規模小売店舗
の所在地

大規模小売店舗内の店舗面積の
合計が基準面積以下となる日

Ｍ２小松店
西条市小松町新屋
敷字東町裏甲３７６
番地

平成１９年３月３１日
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覧に供する。

平成１９年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・上村山之神地区）計画

書の写し

２ 縦覧期間

平成１９年４月１６日から５月１６日まで

３ 縦覧場所

東温市役所

�������
�愛媛県告示第７２７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

松山市下伊台町地域に係る県営土地改良事業計画を定めたので、同

条第５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書の写し

を縦覧に供する。

平成１９年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・下伊台地区）計画書の

写し

２ 縦覧期間

平成１９年４月１６日から５月１６日まで

３ 縦覧場所

松山市役所

�������
�愛媛県告示第７２８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

松山市下伊台町地域に係る県営土地改良事業計画を定めたので、同

条第５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書の写し

を縦覧に供する。

平成１９年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農地保全事業・下伊台地区）計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１９年４月１６日から５月１６日まで

３ 縦覧場所

松山市役所

�������
�愛媛県告示第７２９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定

により、松山市から次のとおり土地改良事業の工事が完了した旨の

届出があった。

平成１９年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７３０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定

により、松前町から次のとおり土地改良事業の工事が完了した旨の

届出があった。

平成１９年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第７３１号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成１９年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第７３２号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成１９年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

大洲市長浜町今坊甲１７４３、甲１７５０、甲１７８３の２、甲１７８６、甲

１７８８、甲１７９０、甲１７９５、甲１８２８、甲１９４９の２、甲１９５２の２、甲

１９５３、甲１９６２から甲１９６４まで、甲１９７１、甲２００６、甲２００８、乙１８

５１の３、乙１８５５、乙１９４４の２、乙１９７２の１、乙１９７５の１、乙１９

７５の２、乙１９８４、乙１９８６、乙１９９２の１、乙１９９２の２、乙１９９５の

１、乙１９９５の３、乙１９９６の１、乙１９９６の２、乙１９９７の１、乙２０

０１の１、乙２００６、乙２００７の１、乙２０１７の１、乙２０１７の２、乙２０

２０の１、乙２０２０の２、乙２０２２、乙２０２９の１、乙２０２９の２、乙２０

５６の１、乙２０５６の３、乙２０６０の２、乙２０７９の１、乙２０９４の２、

乙２０９４の４、乙２０９４の５、乙２０９５の１、乙２０９５の２、乙２０９７、

乙２１１０、乙２１１１、乙２１１４、乙２１２５の２、乙２１２８の２、乙２１２９の

２、乙２１３７、乙２１３８の２、乙２１３８の３、乙２１４５、乙２１４７、乙２１

５３、乙２１５５の２、乙２１５５の５、乙２１６２の１、乙２１６２の２、乙２１

７０の２、乙２１７９の２

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備事業 尾股地区 平成１８年８月１５日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（か
んがい排水）

夫婦泉（徳丸）地
区 平成１９年１月２６日

県単独補助土地改良事業（か
んがい排水） 東古泉地区 平成１９年２月２８日

県単独補助土地改良事業（か
んがい排水） 徳丸地区 平成１９年３月１３日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ふるさと農道緊急整備事業 長野地区 平成１７年１２月２５日

愛 媛 県 報平成１９年４月１３日 第１８５２号

４６６



齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

大洲市肱川町予子林７６２、７６７の１から７６７の７まで、７６８

の１、７７２から７７５まで、７７７、７７９の１、７７９の２、１６４３、

１６４５、１６４６、１６４８、１６７６、１６８１の１、１６８６の１、２０６７の１、２０

６７の３、２０６８の１、２０７４の１、２０７６、２５４３、２５４４、２５４６、２５４７、

２５４８の１、２５４８の２、２５５０、２５５１、２５５２の１、２５５２の２、２５５３

の１から２５５３の３まで、２５５３の５、２５５４、２５５５

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所

大洲市肱川町大谷７４、８１の１、８１の２、１６０、１６２の１から

１６２の３まで、１８２の１、１８２の２、１９１、２２０、２３４、２３６、

２３８、２４０から２４２まで、２４４、２４７、２４９、４３６、５７０の１、

５７０の２、６１５、８７５、８８０、９１５の１、９１５の２、９３６の１、

９４６の２、１４１４、１４１７の１から１４１７の６まで、１４５８の３、１４６１

の４、１５０９から１５１１まで、１５１２の１、１５１２の２、１５１５の１から

１５１５の３まで、１５１５の６、１５１７の１、１５２５の１、１５２７の１、１５

２８、１５３１、１５３４の１から１５３４の４まで、１５３４の６、１５３６の１、

１５３６の２、１５３８の１、１５３８の２、１５３９の１、１５３９の２、１５４１、

１５４３、１５４４、１５５５、１５５６の１から１５５６の５まで、１５６１、１５６２の

１から１５６２の３まで、１５６３の１、１５６３の２、１５６４、１５６５の１、

１５６５の３、１５６５の４、１５６５の８、１５６６、１５６８の１、１５６８の２、

１５６９の３、１５７１の１から１５７１の３まで、１５７３の６、１５７５、１５７６

の１、１５７６の２、１５７７、１５８２の１、１５８２の２、１５８３、１５８５の１、

１５８７の１、１５９１、１５９２の１、１５９２の２、１５９３の１、１５９９、１６００

の１、１６０１から１６０３まで、１６０４の１、１６０６の１、１６０６の２、１６

０７の１、１６０７の２、１６０８の１、１６０９、１６１０の１から１６１０の７ま

で、１６１１、１６１６、１６１７、１６２０、１６２１の１、１６２１の２、１６２２から

１６２４まで、２２３８、２２４２の１、２２４２の２、２５５８、２５８１、２５８３、２７

１０、２７２２、２７２５、２７３１、２７３２の１、２７３７、２７４０から２７４２まで、

２７４３の１、２７４５の１、２７４５の２、２７４６から２７４８まで、２７５１、２７

５２、２７５３の１、２７５３の２、２７５５、２７５６、２７５７の１、２７５８の１、

２７５９の１、２７６０、２７６２の１、２７６５、２７６６の１、２７６６の２、２７７０、

２７７４の１から２７７４の３まで、２７７５、２７７７から２７８０まで、２７８１の

１、２７８１の２、２７８２、２７８３、２７９２から２７９４まで、２７９６の１、２７

９７の１、２７９８から２８０３まで、２８０７、２８１０から２８１６まで、２８１７の

１、２８１７の２、２８１８、２８２０、２８２１、２８２３から２８２７まで、２８２９の

１、２８３０の１、２８３４の１、２８３４の２、２８４７、２８４８、２８５１の１、

２８５１の３、２８５１の４、２８５３の１、２８５３の２、２８５７、２８５９、２８６１、

２８６３、２８６４、２８６７の１、２８６７の２、２８６９、２８７０の１、２８７０の２、

２８７１、２８７２、２８７３の１から２８７３の３まで、２８７４から２８７６まで、

２８７７の１、２８７７の２、２８７８から２８８１まで、２８８２の１、２８８２の２、

２８８３の１から２８８３の３まで、２８８４の１、２８８４の２、２８８６、２８８８

から２８９３まで、２８９４の１から２８９４の３まで、２８９５、２８９６の１、

２８９６の２、２８９７、２８９８、２９００から２９０２まで、２９０３の１、２９０３の

２、２９０４から２９０６まで、２９０８から２９１０まで、２９１１の１、２９１１の

２、２９１２の１、２９１２の２、２９１４、２９１９、２９２２の１、２９２２の２、

２９２３の１から２９２３の４まで、２９２３の６、２９２４の１、２９２４の２、

２９２５の１、２９２５の２、２９２７、２９２８の１から２９２８の３まで、２９２９

の１、２９２９の２、２９３０の１、２９３０の２、２９３１の１、２９３１の２、

２９３２の１、２９３２の２、２９３３の１、２９３３の２、２９３６、２９６６、２９６８

から２９７１まで、２９７２の１、２９７２の２、２９７３の１、２９７６、２９７８

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

４� 保安林予定森林の所在場所

大洲市肱川町予子林２３８の１、２３８の２、２３９の１、２４０、

２６４から２６７まで、２７０の１、２７１の１、２７２、２７３、２７４の

１、２７６の１、２７７の２、２８９、２９１の２、２９３の１、２９４の

１

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び大洲

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第７３３号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成１９年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

西予市宇和町久保１号４６０から１号４６４まで、１号４６５の１、

１号４６６、１号４６７、１号４６８の１、１号４６９の１、１号４７０、

１号４７２、１号４９７から１号４９９まで、１号５００の１、１号５

００の２、３５７、３６０

� 指定の目的

愛 媛 県 報平成１９年４月１３日 第１８５２号
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土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

宇和町久保１号４６１・１号４６２・１号４６５の１・１号４

６６・１号４６７・１号５００の１・１号５００の２（以上７筆に

ついて次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

西予市宇和町伊延東１４７９、東１４８１、東１６５４から東１６５６まで、

東１６６３、東１６６５、東１６６６、東１６６９

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

宇和町伊延東１６５５（次の図に示す部分に限る。）、東１６

５６

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所

西予市野村町予子林１３６２、１４５０から１４６３まで、１４６８、１４６９、

１４７４、１４７５、１４８３から１４９５まで、１４９７、１４９８、１５１３

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

野村町予子林１４５２から１４５５まで・１４５８から１４６２まで・１４

６９・１４７４・１４８４から１４８９まで（以上１７筆について次の図に

示す部分に限る。）、１４９０

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

４� 保安林予定森林の所在場所

西予市城川町窪野３７０３、３７０５の１、３８６５の１、３８６６から３８６８

まで、３８７１

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

城川町窪野３７０３・３７０５の１・３８６６・３８６８・３８７１（以上５

筆について次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

５� 保安林予定森林の所在場所

大洲市豊茂丙１００の４、丙１００の５、丙１００の７、丙１０３の

１、丙１０３の２、丙１０３の５、丙１０３の１３、丙１０３の１５から丙

１０３の１７まで、丙１０４の１、丙１０４の２

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

豊茂丙１００の４・丙１００の５・丙１０３の１・丙１０３の１７・

丙１０４の１（以上５筆について次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第７３４号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基づき、

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量が終了した旨の通

知があった。

平成１９年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 基本測量（電子基準点測量）

２ 作業期間 平成１８年１０月５日から

平成１９年３月２３日まで

３ 作業地域 宇和島市

上浮穴郡久万高原町

南宇和郡愛南町

�������
�愛媛県告示第７３５号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基づき、

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量が終了した旨の通

知があった。

平成１９年４月１３日

愛 媛 県 報平成１９年４月１３日 第１８５２号
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訓 令

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 基本測量（ジオイド測量）

２ 作業期間 平成１８年１０月２３日から

平成１９年３月１６日まで

３ 作業地域 宇和島市

新居浜市

四国中央市

北宇和郡鬼北町

�������
�愛媛県告示第７３９号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１９年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

八幡浜市松柏丙６９２番１０

２ 申請人の住所氏名

松山市来住町１３４４番地１

株式会社ジョー・コーポレーション

代表執行役 中岡 大起

３ 図面省略

�愛媛県告示第７３６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７３７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７３８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１９年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県訓令第１０号
庁 中 一 般

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 粟井浅海線
松山市夏目甲１５６番７から

同市片山甲１４番９まで

旧 ８．４～１６．４
１２．０～１６．４

０．１０６
０．０９０

新 １２．０～１３．４ ０．０９０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 粟井浅海線
松山市河野別府１２番２から

同市片山甲８番５まで
平成１９年４月１３日

〃 〃
松山市片山甲２番５から

同市河野別府１０８４番２まで
〃

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１９松局建（開）第１号

平成１９年４月３日
東温市西岡字播磨塚甲１３１２番６

広島県広島市安佐南区川内五丁目２番７－

１０１号（Ｂ）

矢 野 智 則
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各 地 方 機 関

愛媛県庁事務決裁規程等の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成１９年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県庁事務決裁規程等の一部を改正する訓令

（愛媛県庁事務決裁規程の一部改正）

第１条 愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第４条関係）

知事の権限に属する事務に係る特定決裁事項

別表第２（第４条関係）

知事の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の種

類

事 項 決裁区分 組

織

名

事務の種

類

事 項 決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

自

然

保

護

課

１～６

省略

自

然

保

護

課

１～６

省略

７ 鳥獣

の保護

及び狩

猟の適

正化に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１・２ 省略 ７ 鳥獣

の保護

及び狩

猟の適

正化に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１・２ 省略

３ 鳥獣の捕獲等及び鳥類

の卵の採取等の規制に関

すること。

３ 鳥獣の捕獲等及び鳥類

の卵の採取等の規制に関

すること。

� 鳥獣の捕獲等及び鳥類

の卵の採取等の許可（第９

条第１項、第７項から第９

項まで、第１１項、第１３項

）

○ � 鳥獣の捕獲等及び鳥類

の卵の採取等の許可（第９

条第１項、第７項から第９

項まで、第１１項から第１３

項まで）

○

� 省略 � 省略

� 対象狩猟鳥獣の捕獲等

の禁止又は制限（第４条第

３項、第７条第４項、第１２

条第２項から第４項まで、

第６項）

○ � 対象狩猟鳥獣の捕獲等

の禁止又は制限（第４条第

３項、第７条第４項、第１２

条第２項、第３項、第５項

）

○

� 特定鳥獣に係る休猟区

において捕獲等をするこ

とができる区域の指定、狩

猟期間の延長及び捕獲等

の禁止又は制限の全部又

は一部の解除（第４条第３

項、第７条第４項、第１２

条第４項、第６項、第１４

条、第３４条第３項）

○ � 特定鳥獣に係る

狩

猟期間の延長及び捕獲等

の禁止又は制限の全部又

は一部の解除（第４条第３

項、第７条第４項、第１２

条第３項、第５項、第１４

条 ）

○

�～� 省略 �～� 省略

４ 省略 ４ 省略

５ 鳥獣保護区に関するこ

と。

５ 鳥獣保護区に関するこ

と。

� 鳥獣保護区及び特別保

護地区の指定並びに指定

の変更及び解除並びに特

別保護指定区域の区域及

○ � 鳥獣保護区及び特別保

護地区の指定並びに指定

の変更及び解除並びに特

別保護指定区域の区域及

○
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び期間の指定（第４条第

３項、第１２条第４項、第

１５条第２項、第１３項、第

２８条第１項、第３項から

第１０項まで、第２９条第１

項、第３項から第５項ま

で、第７項第４号、省令

第３６条、第３７条第１項）

び期間の指定（第４条第

３項、第１２条第３項、第

１５条第２項、第１３項、第

２８条第１項、第３項から

第１０項まで、第２９条第１

項、第３項から第５項ま

で、第７項第４号、省令

第３６条、第３７条第１項）

�～� 省略 �～� 省略

６ 省略 ６ 省略

７ 特定猟具使用禁止区域

及び特定猟具使用制限区

域に関すること。

７ 銃猟禁止区域

及び銃猟制限区域

に関すること。

� 省略 � 省略

� 特定猟具使用制限区域

内における捕獲等の承認

（第２４条第５項、第３５条

第３項、第８項、第１０項、

第１２項）

○ � 銃猟制限区域

内における銃猟 の承認

（第２４条第５項、第３５条

第３項、第８項、第１０項、

第１２項）

○

� 省略 � 省略

８～１４ 省略 ８～１４ 省略

（愛媛県地方局事務決裁規程の一部改正）

第２条 愛媛県地方局事務決裁規程（昭和５５年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第４条関係）

局長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

別表第２（第４条関係）

局長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の種

類

事 項 決裁区分 組

織

名

事務の種

類

事 項 決裁区分

局
長

専決者
局
長

専決者

部
長

課
長

部
長

課
長

森

林

林

業

課

１～８

省略

森

林

林

業

課

１～８

省略

９ 鳥獣

の保護

及び狩

猟の適

正化に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵

の採取等の規制に関するこ

と。

９ 鳥獣

の保護

及び狩

猟の適

正化に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵

の採取等の規制に関するこ

と。

� 鳥獣の捕獲等及び鳥類の

卵の採取等の許可（第９条第

１項、第７項から第９項ま

で、第１１項、第１３項）

○ � 鳥獣の捕獲等及び鳥類の

卵の採取等の許可（第９条第

１項、第７項から第９項ま

で、第１１項、第１２項）

○

�～� 省略 �～� 省略

２・３ 省略 ２・３ 省略

４ 特定猟具使用制限区域に関

すること。

４ 銃猟制限区域 に関

すること。

� 捕獲等の承認（第２４条第

５項、第３５条第３項、第８

項、第１０項、第１２項）

○ � 銃猟 の承認（第２４条第

５項、第３５条第３項、第８

項、第１０項、第１２項）

○
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公 告

監 査 公 表

�公表第１５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成１９年４月１３日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 玉 井 実 雄

同 竹 田 祥 一

同 白 石 友 一

� 省略 � 省略

５・６ 省略 ５・６ 省略

（愛媛県地方局処務規程の一部改正）

第３条 愛媛県地方局処務規程（昭和５６年愛媛県訓令第４０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２・３ 省略

４ 地方局長に委任する事務のうち、産業経済部に関するものは、

別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～�の６ 省略

�の７ 鳥獣法第３５条第３項の規定に基づく特定猟具使用制限区

域内における捕獲等の承認に関すること（２以上の地方局の所

管区域にわたるものに関するものを除く。）。

�の８～� 省略

５・６ 省略

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２・３ 省略

４ 地方局長に委任する事務のうち、産業経済部に関するものは、

別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～�の６ 省略

�の７ 鳥獣法第３５条第３項の規定に基づく銃猟制限区域

内における銃猟 の承認に関すること（２以上の地方局の所

管区域にわたるものに関するものを除く。）。

�の８～� 省略

５・６ 省略

附 則

この訓令は、平成１９年４月１６日から施行する。

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１９年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１９年４月３日 特定非営利活動法人
今治しまなみスポーツクラブ 井 本 雅 之 愛媛県今治市八町西三丁目６番３０

号ミシン館１Ｆ
この法人は、今治市民に対して、スポーツ振興
に関する事業を行い、青少年の健全育成及び今
治市民の健康増進に寄与することを目的とする。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

花 き 総 合 指 導 セ ン タ ー 平成１９年１月９日

食 肉 衛 生 検 査 セ ン タ ー 〃

畜 産 試 験 場 平成１９年１月１７日

消 防 学 校 平成１９年１月２３日

病 害 虫 防 除 所 〃

農 業 試 験 場 〃

看 護 専 門 学 校 平成１９年２月２日

繊 維 産 業 試 験 場 〃

今 治 高 等 技 術 専 門 校 平成１９年２月７日

養 鶏 試 験 場 〃

東 予 児 童 相 談 所 平成１９年２月８日

新 居 浜 高 等 技 術 専 門 校 〃

え ひ め 学 園 平成１９年２月１５日

紙 産 業 研 究 セ ン タ ー 〃

（監査の結果）

平成１８年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、一部の機関において次の事項が

認められた。

児童福祉施設入所措置費負担金については、納期限内の収入確保に努

めるとともに、滞納繰越額の縮減に、より一層努められたい。
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�公表第１６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成１９年４月１３日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 玉 井 実 雄

同 竹 田 祥 一

同 白 石 友 一

�������
�公表第１７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成１９年４月１３日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 玉 井 実 雄

同 竹 田 祥 一

同 白 石 友 一

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 分 滞納繰越分 計

１８年度 １，５５２，３１０ １２，２０９，１００ １３，７６１，４１０
平成１８年１２月
３１日現在（対
前年同月比）

１７年度 １，８３７，６９０ １１，４０３，３１０ １３，２４１，０００

差引増減 △２８５，３８０ ８０５，７９０ ５２０，４１０

（東予児童相談所）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

図 書 館 平成１９年１月９日

博 物 館 〃

北 条 高 等 学 校 〃

松 山 東 高 等 学 校 〃

松山西中等教育学校・松山西高等学校 〃

松 山 南 高 等 学 校 〃

松 山 北 高 等 学 校 〃

松 山 中 央 高 等 学 校 〃

東 温 高 等 学 校 〃

長 浜 高 等 学 校 〃

内 子 高 等 学 校 〃

八 幡 浜 高 等 学 校 〃

八 幡 浜 工 業 高 等 学 校 〃

三 瓶 高 等 学 校 〃

松 山 盲 学 校 〃

宇 和 養 護 学 校 〃

美 術 館 平成１９年１月１２日

松 山 商 業 高 等 学 校 〃

松 山 工 業 高 等 学 校 〃

し げ の ぶ 特 別 支 援 学 校 〃

第 三 養 護 学 校 〃

三 崎 高 等 学 校 平成１９年１月１５日

川 之 石 高 等 学 校 〃

八 幡 浜 教 育 事 務 所 〃

大 洲 高 等 学 校 〃

大 洲 農 業 高 等 学 校 〃

宇 和 聾 学 校 平成１９年１月１７日

歴 史 文 化 博 物 館 〃

宇 和 高 等 学 校 〃

野 村 高 等 学 校 〃

松 山 聾 学 校 平成１９年１月２３日

川 之 江 高 等 学 校 平成１９年２月２日

新 居 浜 南 高 等 学 校 〃

新 居 浜 工 業 高 等 学 校 〃

西 条 農 業 高 等 学 校 〃

今治東中等教育学校・今治東高等学校 〃

今 治 工 業 高 等 学 校 〃

今 治 養 護 学 校 〃

丹 原 高 等 学 校 平成１９年２月７日

小 松 高 等 学 校 〃

東 予 高 等 学 校 〃

今 治 北 高 等 学 校 〃

西 条 教 育 事 務 所 平成１９年２月８日

西 条 高 等 学 校 〃

総 合 科 学 博 物 館 〃

新 居 浜 東 高 等 学 校 平成１９年２月１３日

新 居 浜 商 業 高 等 学 校 〃

今 治 西 高 等 学 校 〃

今 治 教 育 事 務 所 〃

今 治 南 高 等 学 校 〃

土 居 高 等 学 校 平成１９年２月１５日

新 居 浜 西 高 等 学 校 〃

三 島 高 等 学 校 〃

（監査の結果）

平成１８年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、一部の機関において次の事項が

認められた。

授業料については、納期限内の収入確保に努められたい。

区 分 収入未済額（円） 備 考

平成１８年１１月３０日現在 １，１７１，２００

平成１９年１月１６日（予備監査日）現在 ７３９，２００

（今治工業高等学校）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

松 山 南 警 察 署 平成１９年１月１２日

八 幡 浜 警 察 署 平成１９年１月１５日

大 洲 警 察 署 〃
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選挙管理委員会告示
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�愛媛県選挙管理委員会告示第４３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

平成１９年４月１３日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，２１１，６９６

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２４，２３４

� ４０万を超える数に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１

を乗じて得た数とを合算して得た数 ２６８，６１６

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

�愛媛県選挙管理委員会告示第４４号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第２０条第１項の規定に基づく同法第１２条第１項の規定による政治団体の収支に関する報告書に

ついて、訂正の届出があった。

その要旨は、次のとおりである。

平成１９年４月１３日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

政治団体の収支報告書の要旨

第１２条関係

平成１７年分

その他の政治団体

（訂正後）

政治団体の名称 大沢五夫後援会

報告年月日 Ｈ１８．３．２３

１ 収 入 総 額 ３，５００，２５０円

前年繰越額 １，０００，２５０円

本年収入額 ２，５００，０００円

２ 支出総額 ３，１３０，０００円

３ 翌年繰越額 ３７０，２５０円

４ 本年収入の内訳

寄附 ２，５００，０００円

個人分 ２，５００，０００円

５ 寄附の内訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

大 沢 美都子 １，５００，０００円 今 治 市

大 沢 五 夫 １，０００，０００円 今 治 市

西 予 警 察 署 平成１９年１月１７日

西 条 西 警 察 署 平成１９年２月７日

西 条 警 察 署 平成１９年２月８日

新 居 浜 警 察 署 平成１９年２月１３日

今 治 警 察 署 〃

四 国 中 央 警 察 署 平成１９年２月１５日

（監査の結果）

平成１８年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好と認められた。

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４４，０４０ １４，６８０

南 宇 和 郡 ２２，７３９ ７，５８０

松山市・上浮穴郡 ４２５，６４５ １３７，６０８

今 治 市 ・ 越 智 郡 １５２，４９５ ５０，８３２

宇和島市・北宇和郡 ８９，６５２ ２９，８８４

八幡浜市・西宇和郡 ４５，０３６ １５，０１２

新 居 浜 市 １０３，３０９ ３４，４３７

西 条 市 ９４，１６９ ３１，３９０

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ５８，２２７ １９，４０９

伊 予 市 ３２，９３１ １０，９７７

四 国 中 央 市 ７７，０８４ ２５，６９５

西 予 市 ３８，１７７ １２，７２６

東 温 市 ２８，１９２ ９，３９８
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６ 支出の内訳

経常経費 ３，１３０，０００円

人件費 ２，４００，０００円

光熱水費 １２０，０００円

備品・消耗品費 ６０，０００円

事務所費 ５５０，０００円

（訂正前）

政治団体の名称 大沢五夫後援会

報告年月日 Ｈ１８．３．２３

１ 収 入 総 額 １，０００，２５０円

前年繰越額 １，０００，２５０円

２ 支 出 総 額 ０円

３ 翌 年 繰 越 額 １，０００，２５０円

平成１９年４月１３日 発行
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